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○ 

宇
都
宮
市
税
条
例
等
の

　

一
部
改
正

議
案
の
概
要　

地
方
税
法
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
個
人
市

民
税
に
お
け
る
ふ
る
さ
と
納

税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度

の
創
設
、
法
人
市
民
税
に
お

け
る
均
等
割
の
適
用
区
分
の

基
準
と
な
る
資
本
金
な
ど
の

額
の
計
算
方
法
の
見
直
し
、

固
定
資
産
税
に
お
け
る
サ
ー

ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
賃
貸

住
宅
に
係
る
特
例
措
置
の
規

定
、
市
た
ば
こ
税
に
お
け
る

旧
3
級
品
の
特
例
税
率
の
段

階
的
廃
止
及
び
軽
自
動
車
税

に
お
け
る
四
輪
車
な
ど
の
グ

リ
ー
ン
化
特
例
の
創
設
な
ど

の
改
正
を
す
る
も
の
。

委
員
会
の
結
論　

全
会
一
致

で
原
案
の
と
お
り
可
決
。

○
安
全
保
障
法
制
法
案
に
関

す
る
意
見
書
採
択
を
求
め

る
陳
情

陳
情
の
趣
旨　

安
倍
政
権

は
、
27
年
5
月
15
日
に
「
安

全
保
障
法
制
法
案
」
を
国
会

に
提
出
し
、
今
夏
ま
で
に
成

立
さ
せ
る
こ
と
を
も
く
ろ
ん

で
い
る
が
、
こ
の
法
案
は
、

戦
後
70
年
に
わ
た
っ
て
戦
場

で
一
人
の
戦
死
者
も
出
さ
ず

に
来
た
我
が
国
の
あ
り
方
を

大
き
く
変
え
る
も
の
で
あ

り
、
日
本
を
戦
争
に
巻
き
込

む
、
憲
法
第
9
条
に
反
す
る

違
憲
無
効
の
も
の
で
あ
る
。

　

つ
い
て
は
、
法
案
の
撤

回
・
廃
案
、
少
な
く
と
も
今

国
会
で
の
採
択
を
し
な
い
こ

と
な
ど
2
項
目
に
つ
い
て
、

国
へ
意
見
書
を
提
出
す
る
よ

う
陳
情
す
る
。

意　

見　

本
法
案
を
今
国
会

で
採
択
し
な
い
こ
と
な
ど
、

陳
情
の
願
意
は
十
分
に
理
解

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
採
択
と
し
た
い
。

意　

見　

本
法
案
に
つ
い

て
、
国
民
的
議
論
を
尽
く
す

こ
と
や
、
国
民
に
丁
寧
な
説

明
を
し
て
い
く
こ
と
は
必
要

で
あ
る
が
、
国
防
は
国
の
専

権
事
項
で
あ
り
、
地
方
議
会

に
お
け
る
審
議
事
項
と
し
て

は
馴
染
ま
な
い
の
で
、
不
採

択
と
し
た
い
。

委
員
会
の
結
論　

起
立
採
決

の
結
果
、
不
採
択
。

○ 

平
成
27
年
度
宇
都
宮
市

　

一
般
会
計
補
正
予
算

議
案
の
概
要　

衛
生
費
で
、

が
ん
検
診
推
進
事
業
に
対
す

る
国
庫
補
助
金
の
交
付
決
定

に
伴
い
、
健
康
診
査
費
を
追

加
計
上
す
る
も
の
。

委
員
会
の
結
論　

全
会
一
致

で
原
案
の
と
お
り
可
決
。

○
宇
都
宮
市
介
護
保
険
条
例

の
一
部
改
正

議
案
の
概
要　

地
域
に
お
け

る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的

な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
よ
る
介
護

保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
一
定
以
上
の
所
得
が
あ

る
第
1
号
被
保
険
者
の
介
護

サ
ー
ビ
ス
利
用
に
係
る
利
用

者
負
担
割
合
が
引
き
上
げ
ら

れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
市
町

村
特
別
給
付
と
し
て
条
例
で

定
め
る
紙
お
む
つ
購
入
費
の

支
給
に
係
る
利
用
者
負
担
割

合
に
つ
い
て
、
国
と
同
様
に

一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
第

1
号
被
保
険
者
の
利
用
者
負

担
割
合
の
引
き
上
げ
を
す
る

も
の
。

質　

疑　

今
回
の
改
正
に
よ

る
、紙
お
む
つ
に
係
る
利
用
者

負
担
割
合
引
き
上
げ
の
影
響

は
、金
額
的
に
は
些さ

少
し
ょ
うか
も
し

れ
な
い
が
、介
護
に
要
す
る
費

用
全
体
で
見
た
場
合
に
は
影

響
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、今
後
市
が
在
宅
医

療
を
進
め
る
な
ら
ば
、負
担
割

合
は
こ
の
ま
ま
据
え
置
き
に

す
る
べ
き
で
は
。

説　

明　

特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
に
お
い
て
は
、
介
護
報

酬
に
お
む
つ
代
が
含
ま
れ
て

お
り
、
今
回
の
国
の
制
度
改

正
に
よ
り
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
利
用
者
の
う
ち
、
一

定
以
上
の
所
得
が
あ
る
利
用

者
は
、
負
担
割
合
が
2
割
に

引
き
上
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
在
宅
向
け
サ
ー
ビ
ス

と
し
て
、
市
独
自
で
行
っ
て

い
る
紙
お
む
つ
購
入
費
に
つ

い
て
も
施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用

者
と
の
均
衡
を
図
る
観
点
か

ら
、
一
定
以
上
の
所
得
が
あ

る
方
に
つ
い
て
は
、
2
割
負

担
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

委
員
会
の
結
論　

起
立
採
決

の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
。

○ 

平
成
27
年
度
宇
都
宮
市

　

一
般
会
計
補
正
予
算

議
案
の
概
要　

農
林
水
産
業

費
で
、
家
畜
飼
養
管
理
施
設

等
の
整
備
費
助
成
に
対
す
る

県
補
助
金
の
交
付
が
決
定
し

た
た
め
、
畜
産
振
興
費
を
追

加
計
上
す
る
も
の
。

質　

疑　

新
設
す
る
補
助
制

度
の
具
体
的
な
内
容
と
目
的

は
。

説　

明　

畜
産
農
家
が
中
心

と
な
り
、
耕
種
農
家
、
直
売

所
、
飼
料
業
者
な
ど
で
チ
ー

ム
を
作
り
、
収
益
性
の
高
い

畜
産
体
制
を
構
築
す
る
も
の

で
、
市
内
の
養
鶏
業
者
の
生

産
規
模
の
拡
大
や
、
取
扱
い

直
売
所
の
拡
大
、
鶏
卵
の
ブ

ラ
ン
ド
力
の
向
上
な
ど
を
通

じ
て
、
畜
産
農
家
や
連
携
す

る
耕
種
農
家
の
収
益
性
の
向

上
を
図
る
。

委
員
会
の
結
論　

全
会
一
致

で
原
案
の
と
お
り
可
決
。

○ 

宇
都
宮
市
市
営
自
転
車
競

走
実
施
条
例
の
一
部
改
正

議
案
の
概
要　

競
輪
事
業
の

活
性
化
を
図
る
た
め
、
市
営

競
輪
場
以
外
の
競
輪
場
を
使

用
し
て
市
の
競
輪
を
開
催
し

よ
う
と
す
る
も
の
。

質　

疑　

ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
競

輪
の
売
り
上
げ
は
ど
の
よ
う

に
見
込
ん
で
い
る
の
か
。

説　

明　

26
年
度
実
施
さ
れ

た
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
競
輪
の
1

日
当
た
り
の
売
上
平
均
は

8
，
8
0
0
万
円
、
6
日
間

の
開
催
で
5
億
2
，
8
0
0

万
円
と
見
込
め
、
普
通
競
輪

の
売
り
上
げ
で
あ
る
1
億

2
，
0
0
0
万
円
を
差
し
引

く
と
、
4
億
8
0
0
万
円
程

度
の
売
り
上
げ
増
に
つ
な
が

る
と
考
え
ら
れ
、
1
億
円
程

度
の
収
益
増
が
見
込
め
る
。

委
員
会
の
結
論　

全
会
一
致

で
原
案
の
と
お
り
可
決
。

総
務
常
任
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

環
境
経
済
常
任
委
員
会

▲他の競輪場で実施しているミッドナイト競輪


